
 

 

 

 

 

 

 

 町会、自治会、江戸川区在住・在勤・在学のみなさんで構成された団体・グループの方

で、「花とみどりのまちづくり」のための講座等での講師紹介・講師謝礼の支援をします。 

１団体につき1年度2回までの講師謝礼を支援します。≪上限額あり≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ 申込方法の詳細は、裏面をご覧ください ▼ 



 

 

 

 

 

 

（1）講師派遣申請書の提出 

実施日の30日前までに講師派遣制度申請書によりお申し込みください。 

講師の紹介等の詳細は、下記お問い合わせ先までご相談ください。 

 

▼  審 査  ▼ 

 

（2）講師派遣決定通知書をもって決定です 

講師・講師謝礼等、決定いたします。 ≪上限額25,000円≫ 

 

（3）講師と詳細について調整 

当日運営・スケージュール等の詳細について、講師と調整をしてください。 

 

事業内容・開催日時・場所等の変更・中止になる場合 

必ず事前に（公財）えどがわ環境財団にご連絡ください。 

 

（4）事業実施 

 

（5）事業実施後10日以内に実施報告書を提出 ≪郵送可、必着≫ 

実施の様子がわかる写真を必ず添付してください。 

参加者のご意見等を必ずご記入ください。 

 

（6）講師謝礼の支払い 

実施報告書受理後１5日以内に講師に（公財）えどがわ環境財団が振込みます。 

（源泉徴収後の金額） 

上限額を超える分については、申請者より講師へ直接お支払いください。 

    ※講師謝礼の支払いのため、講師より個人番号提出書及び支払口座依頼書等の提出を      

お願いする場合があります。 

 

注意事項 

お申し込み順に受付をいたします。予算額に達し次第、受付を終了いたします。 

開催会場確保、当日運営等については、申請者が行ってください。 


